
 

消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書 

 

 国は２０２３年１０月からインボイス制度（適格請求書等保存方式）を実施するとして、事 

業者登録を進めているところです。これまで消費税制度は小規模事業者への配慮として、年間 

課税売上高が１，０００万円以下では、納税義務を免除してきました。インボイス（適格請求 

書）制度は、取引金額や年月日、品目、消費税額などに加え、新たに税務署から割り振られた 

事業者番号を記載した請求書や領収書の事です。 

 インボイスを発行するためには、いかに営業収入が少なくても、課税業者となり、消費税納 

税の義務が発生します。課税業者にならなければ、取引から除外される可能性もあります。個 

人事業主やフリーランス、個人タクシー運転手、小規模農家など広範な人に負担増が強いられ 

ます。国・地方公共団体においても、課税資産の譲渡等を行った相手方から「適格請求書」の 

交付を求められることがあるため、必要に応じ、一般会計又は特別会計ごとに「適格請求書発 

行事業者」の登録を要することになります。このため、日本商工会議所や全国中小企業団体中 

央会、日本税理士会連合会はじめ様々な団体・個人から、制度の廃止や実施延期を求める声が 

上がっています。 

 多くの中小零細事業者や個人事業主は苦境に陥っており、事業継続と再生のための支援を必 

要としています。さらに、コロナ危機の下、事業継続、雇用維持に懸命に取り組んでおり、イ 

ンボイス制度への登録、経理変更準備に取りかかる状況ではありません。これ以上の負担を課 

すことは、コロナ禍からの経済再生を阻害することにもつながります。 

 よって、消費税インボイス制度の実施を中止することを強く求めます。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和４年１２月２０日 
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